
平
成
十
七
年
政
令
第
百
六
十
九
号

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の

防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被

害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
八

号
）
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
政
令
で
定
め
る
外
来
生
物
）

第
一
条
　
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害

の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
外
来
生
物
は
、
次
に
掲

げ
る
生
物
と
す
る
。

一
　
別
表
第
一
の
種
名
の
欄
に
掲
げ
る
種
（
亜
種
又
は

変
種
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
属
す
る
生
物

二
　
別
表
第
二
の
種
名
の
欄
の
左
欄
に
掲
げ
る
種
に
属

す
る
生
物
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
種
名
の
欄
の
右
欄
に

掲
げ
る
種
に
属
す
る
生
物
と
交
雑
す
る
こ
と
に
よ
り

生
じ
た
生
物
（
そ
の
生
物
の
子
孫
を
含
む
。
）

（
個
体
に
含
ま
れ
る
も
の
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
一
項
の
個
体
に
含
ま
れ
る
政
令
で

定
め
る
も
の
は
、
胞
子
と
す
る
。

（
政
令
で
定
め
る
外
来
生
物
の
器
官
）

第
三
条
　
法
第
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
器
官
は
、

別
表
第
三
の
種
名
の
欄
に
掲
げ
る
外
来
生
物
の
種
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
器
官
の
欄
に
定
め
る
器

官
と
す
る
。

（
要
緊
急
対
処
特
定
外
来
生
物
）

第
四
条
　
法
第
二
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
特
定
外
来

生
物
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
別
表
第
四
の
種
名
の
欄
に
掲
げ
る
種
に
属
す
る
生

物
の
個
体

二
　
別
表
第
五
の
種
名
の
欄
の
左
欄
に
掲
げ
る
種
に
属

す
る
生
物
が
同
表
の
種
名
の
欄
の
右
欄
に
掲
げ
る
種

に
属
す
る
生
物
と
交
雑
す
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
生

物
（
そ
の
生
物
の
子
孫
を
含
む
。
）
の
個
体

（
特
定
外
来
生
物
被
害
防
止
取
締
官
の
資
格
）

第
五
条
　
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す

る
。

一
　
通
算
し
て
三
年
以
上
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係

る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
行
政
事
務
に
従
事
し
た
者

で
あ
る
こ
と
。

二
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六

号
）
に
基
づ
く
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
に
お

い
て
生
物
学
、
農
学
、
林
学
、
水
産
学
、
造
園
学
そ

の
他
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に

関
し
て
必
要
な
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
（
こ
れ

ら
を
修
め
て
同
法
に
基
づ
く
専
門
職
大
学
の
前
期
課

程
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
）
又
は
こ
れ
と
同
等
以

上
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
っ
て
、

通
算
し
て
一
年
以
上
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る

被
害
の
防
止
に
関
す
る
行
政
事
務
に
従
事
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年

六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
外
来
生

物
の
取
扱
い
に
関
す
る
特
例
）

第
二
条
　
次
の
表
の
種
名
の
欄
に
掲
げ
る
種
に
属
す
る
生

物
の
個
体
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
個
体
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
当

該
生
物
の
個
体
の
飼
養
等
（
法
第
一
条
に
規
定
す
る
飼

養
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
業
と
し
て
行
う
者
の
す
る
飼
養
等
が
、
当
該

生
物
の
個
体
（
当
該
生
物
の
個
体
を
商
業
的
目
的
で
繁

殖
さ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
生
き
て
い
な
い
も
の
及

び
そ
の
加
工
品
を
含
む
。
）
の
販
売
又
は
頒
布
を
す
る

目
的
以
外
の
目
的
で
、
当
該
生
物
の
種
類
ご
と
に
主
務

大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
な
さ
れ
る
飼
養
等
で
あ
る

場
合
（
法
第
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
輸
入

又
は
購
入
を
し
た
当
該
生
物
の
個
体
に
つ
い
て
飼
養
等

を
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
当
分
の
間
、
法
第
四

条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

項

種
名

１

T
r
a
c
h
e
m
y
s
 
s
c
r
i
p
t
a

（
ア
カ
ミ
ミ
ガ
メ
）

２

P
r
o
c
a
m
b
a
r
u
s
 
c
l
a
r
k
i
i

（
ア
メ
リ
カ
ザ
リ

ガ
ニ
）

備
考
　
括
弧
内
に
記
載
す
る
呼
称
は
、
学
名
に
相
当
す

る
和
名
で
あ
る
。

２
　
前
項
の
表
の
種
名
の
欄
に
掲
げ
る
種
に
属
す
る
生
物

の
個
体
に
つ
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
者
以
外
の
者
の

す
る
飼
養
等
が
、
当
該
生
物
の
個
体
の
販
売
又
は
頒
布

を
す
る
目
的
以
外
の
目
的
で
な
さ
れ
る
飼
養
等
で
あ
る

場
合
（
法
第
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
輸
入

又
は
購
入
を
し
た
当
該
生
物
の
個
体
に
つ
い
て
飼
養
等

を
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
当
分
の
間
、
法
第
四

条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３
　
第
一
項
の
表
の
種
名
の
欄
に
掲
げ
る
種
に
属
す
る
生

物
の
個
体
に
つ
い
て
、
販
売
若
し
く
は
購
入
又
は
頒
布

に
当
た
ら
な
い
譲
渡
し
等
（
法
第
八
条
に
規
定
す
る
譲

渡
し
等
を
い
う
。
）
を
す
る
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、

同
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
二
月
一
四
日
政
令
第

三
六
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
二
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
外
来
生
物
に

よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施

行
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
の
下
欄

に
掲
げ
る
種
（
亜
種
又
は
変
種
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

の
う
ち
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
外
来
生
物
に

よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施

行
令
（
以
下
「
旧
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
の
下
欄

に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
及
び
新
令
別
表
第
二
の
上

欄
に
掲
げ
る
外
来
生
物
の
種
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
定
め
る
器
官
の
う
ち
旧
令
別
表
第
二
の

上
欄
に
掲
げ
る
外
来
生
物
の
種
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
も
の
に
係
る
特

定
外
来
生
物
に
つ
い
て
の
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態

系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行

日
」
と
い
う
。
）
前
に
お
い
て
も
、
そ
の
許
可
の
申
請

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
申
請
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
法
第
五

条
第
一
項
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
許
可
は
、
施
行
日
に
そ
の
効
力
を
生

ず
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
八
年
七
月
二
一
日
政
令
第
二

四
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
九
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
外
来
生
物
に

よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施

行
令
別
表
第
一
の
下
欄
に
掲
げ
る
種
（
亜
種
又
は
変
種

を
含
む
。
）
の
う
ち
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
特

定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に

関
す
る
法
律
施
行
令
別
表
第
一
の
下
欄
に
掲
げ
ら
れ
て

い
な
い
も
の
に
係
る
特
定
外
来
生
物
に
つ
い
て
の
特
定

外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関

す
る
法
律
（
次
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五

条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
政

令
の
施
行
の
日
（
次
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い

う
。
）
前
に
お
い
て
も
、
そ
の
許
可
の
申
請
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２
　
主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
申
請
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
法
第
五

条
第
一
項
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
許
可
は
、
施
行
日
に
そ
の
効
力
を
生

ず
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
九
年
八
月
三
日
政
令
第
二
四

六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
九
年
九
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
ア
ノ
リ
ス
・
ア
ン
グ
ス
テ
ィ
ケ
プ
ス
に
係
る
特

定
外
来
生
物
に
つ
い
て
の
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態

系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
次
項
に
お

い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
次
項

に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
お
い
て
も
、

そ
の
許
可
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
申
請
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
法
第
五

条
第
一
項
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
許
可
は
、
施
行
日
に
そ
の
効
力
を
生

ず
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
一
月
一
六
日
政
令
第

三
三
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
外
来
生
物
に

よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施

行
令
別
表
第
一
の
下
欄
に
掲
げ
る
種
（
亜
種
又
は
変
種

を
含
む
。
）
の
う
ち
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
特

定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に

関
す
る
法
律
施
行
令
別
表
第
一
の
下
欄
に
掲
げ
ら
れ
て

い
な
い
も
の
に
係
る
特
定
外
来
生
物
に
つ
い
て
の
特
定

外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関

す
る
法
律
（
次
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五

条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
政

令
の
施
行
の
日
（
次
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い

う
。
）
前
に
お
い
て
も
、
そ
の
許
可
の
申
請
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２
　
主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
申
請
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
法
第
五

条
第
一
項
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

1



に
お
い
て
、
当
該
許
可
は
、
施
行
日
に
そ
の
効
力
を
生

ず
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
一
一
日
政
令
第

二
八
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
二
年
二
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
ム
ン
ゴ
ス
・
ム
ン
ゴ
（
シ
マ
マ
ン
グ
ー
ス
）
に

係
る
特
定
外
来
生
物
に
つ
い
て
の
特
定
外
来
生
物
に
よ

る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
次

項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
許

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日

（
次
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
お
い
て

も
、
そ
の
許
可
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
申
請
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
法
第
五

条
第
一
項
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
許
可
は
、
施
行
日
に
そ
の
効
力
を
生

ず
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
三
年
五
月
一
八
日
政
令
第
一

四
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
ア
ノ
リ
ス
・
ア
ル
ロ
グ
ス
、
ア
ノ
リ
ス
・
ア
ル

タ
ケ
ウ
ス
及
び
ア
ノ
リ
ス
・
ホ
モ
レ
キ
ス
に
係
る
特
定

外
来
生
物
に
つ
い
て
の
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系

等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
次
項
に
お
い

て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
次
項
に

お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
お
い
て
も
、
そ

の
許
可
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
申
請
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
法
第
五

条
第
一
項
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
許
可
は
、
施
行
日
に
そ
の
効
力
を
生

ず
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
五
年
七
月
五
日
政
令
第
二
一

五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
五
年
九
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
項
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
カ
ル
ロ
ス
キ
ウ
ル
ス
・
フ
ィ
ン
ラ
イ
ソ
ニ
イ
（
フ
ィ

ン
レ
イ
ソ
ン
リ
ス
）
に
係
る
特
定
外
来
生
物
に
つ
い
て

の
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防

止
に
関
す
る
法
律
（
次
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）

第
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ

の
政
令
の
施
行
の
日
（
次
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と

い
う
。
）
前
に
お
い
て
も
、
そ
の
許
可
の
申
請
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

３
　
主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
申
請
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
法
第
五

条
第
一
項
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
許
可
は
、
施
行
日
に
そ
の
効
力
を
生

ず
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
六
年
五
月
三
〇
日
政
令
第
二

〇
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に

係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
六
年
六
月
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
次
項
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
　
公
布
の
日

二
　
別
表
第
一
の
第
一
の
改
正
規
定
　
平
成
二
十
六
年

八
月
一
日

（
経
過
措
置
）

２
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
生
物
に
係
る
改
正
法
に
よ
る
改

正
後
の
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害

の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
外
来
生
物
に
つ
い
て

の
新
法
第
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
生
物
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
前
に
お
い
て
も
、
そ
の
許
可
の
申
請

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
外
来
生
物
に
よ

る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施

行
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
の
下

欄
に
掲
げ
る
種
（
亜
種
又
は
変
種
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
の
う
ち
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
外

来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関

す
る
法
律
施
行
令
別
表
第
一
の
下
欄
に
掲
げ
ら
れ
て

い
な
い
も
の
（
次
号
に
掲
げ
る
生
物
を
除
く
。
）
及

び
新
令
別
表
第
二
の
中
欄
に
掲
げ
る
種
に
属
す
る
生

物
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
種
に
属
す
る

生
物
と
交
雑
す
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
生
物
（
そ
の

生
物
の
子
孫
を
含
む
。
）
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
日

二
　
ブ
ラ
ン
タ
・
カ
ナ
デ
ン
ス
ィ
ス
（
カ
ナ
ダ
ガ
ン
）

　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

３
　
主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
申
請
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
生
物
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
前
に
お
い
て
も
、
新

法
第
五
条
第
一
項
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
許
可
は
、
同
日
に
そ
の
効
力

を
生
ず
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
月
一
五
日
政
令
第
八

号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
七
年
三
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
項
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
ヴ
ェ
ス
パ
・
ヴ
ェ
ル
テ
ィ
ナ
（
ツ
マ
ア
カ
ス
ズ
メ
バ

チ
）
に
係
る
特
定
外
来
生
物
に
つ
い
て
の
特
定
外
来
生

物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法

律
（
次
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一

項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
政
令
の
施

行
の
日
（
次
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前

に
お
い
て
も
、
そ
の
許
可
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３
　
主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
申
請
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
法
第
五

条
第
一
項
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
許
可
は
、
施
行
日
に
そ
の
効
力
を
生

ず
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
七
年
八
月
二
六
日
政
令
第
二

九
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
項
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
外
来
生
物
に
よ
る

生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令

別
表
第
一
の
第
一
の
六
の
（
二
）
の
ひ
め
ぐ
も
科
の
項

に
掲
げ
る
種
（
亜
種
又
は
変
種
を
含
む
。
）
の
う
ち
、

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生

態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
別

表
第
一
の
第
一
の
六
の
（
二
）
の
ひ
め
ぐ
も
科
の
項
に

掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
に
係
る
特
定
外
来
生
物
に
つ

い
て
の
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害

の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
次
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
次
項
に
お
い
て
「
施
行

日
」
と
い
う
。
）
前
に
お
い
て
も
、
そ
の
許
可
の
申
請

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
申
請
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
法
第
五

条
第
一
項
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
許
可
は
、
施
行
日
に
そ
の
効
力
を
生

ず
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
八
年
八
月
一
八
日
政
令
第
二

八
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
外
来
生
物
に

よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施

行
令
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
令
」
と
い
う
。
）

別
表
第
一
の
種
名
の
欄
に
掲
げ
る
種
（
亜
種
又
は
変
種

を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
こ

の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態

系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
別
表

第
一
の
下
欄
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
並
び
に
新
令

別
表
第
二
の
第
一
の
二
及
び
三
の
イ
の
種
名
の
欄
の
左

欄
に
掲
げ
る
種
に
属
す
る
生
物
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第

一
の
二
及
び
三
の
イ
の
種
名
の
欄
の
右
欄
に
掲
げ
る
種

に
属
す
る
生
物
と
交
雑
す
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
生
物

（
そ
の
生
物
の
子
孫
を
含
む
。
）
に
係
る
特
定
外
来
生
物

に
つ
い
て
の
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る

被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
次
項
に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
次
項
に
お
い
て

「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
お
い
て
も
、
そ
の
許
可
の

申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
申
請
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
法
第
五

条
第
一
項
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
許
可
は
、
施
行
日
に
そ
の
効
力
を
生

ず
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
九
年
九
月
一
日
政
令
第
二
三

二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
一
月
二
七
日
政
令
第

二
八
八
号
）

（
施
行
期
日
）

2



１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
年
一
月
十
五
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
次
項
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
　
公
布
の
日

二
　
別
表
第
一
の
第
一
の
五
及
び
別
表
第
二
の
第
一
の

三
の
改
正
規
定
　
平
成
三
十
年
四
月
一
日

（
経
過
措
置
）

２
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
生
物
に
係
る
特
定
外
来
生
物

（
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防

止
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
外

来
生
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

つ
い
て
の
法
第
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
第
二
号
及
び
第
三

号
に
掲
げ
る
生
物
に
係
る
特
定
外
来
生
物
に
あ
っ
て

は
、
前
項
第
二
号
に
定
め
る
日
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
前
に
お
い
て
も
、
そ
の
許
可
の
申
請
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

一
　
こ
の
政
令
（
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
を
除

く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
改
正

後
の
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害

の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
別
表
第
一
の
種
名
の

欄
に
掲
げ
る
種
（
亜
種
又
は
変
種
を
含
む
。
次
号
及

び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
こ
の
政
令
に

よ
る
改
正
前
の
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に

係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
別
表
第
一

の
種
名
の
欄
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
に
属
す
る

生
物

二
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特

定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
次
号
に
お
い
て
「
第
二
号

新
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
の
第
一
の
五
の
イ
に

掲
げ
る
種
に
属
す
る
生
物

三
　
第
二
号
新
令
別
表
第
二
の
第
一
の
三
の
イ
の
種
名

の
欄
の
左
欄
に
掲
げ
る
種
に
属
す
る
生
物
が
同
表
の

第
一
の
三
の
イ
の
種
名
の
欄
の
右
欄
に
掲
げ
る
種
に

属
す
る
生
物
と
交
雑
す
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
生
物

（
そ
の
生
物
の
子
孫
を
含
む
。
）

３
　
主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
申
請
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
前
に
お
い

て
も
、
法
第
五
条
第
一
項
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
許
可
は
、
同
日
に
そ

の
効
力
を
生
ず
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
九
月
一
六
日
政
令
第
二
八

一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
二
年
十
一
月
二
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
次
項
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
外
来
生
物
に
よ
る

生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第

一
の
種
名
の
欄
に
掲
げ
る
種
（
亜
種
又
は
変
種
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
こ
の
政

令
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等

に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
別
表
第
一

の
種
名
の
欄
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
、
新
令
別
表

第
二
の
第
一
の
四
の
イ
の
（
１
）
の
種
名
の
欄
の
左
欄

に
掲
げ
る
種
に
属
す
る
生
物
が
同
表
の
第
一
の
四
の
イ

の
（
１
）
の
種
名
の
欄
の
右
欄
に
掲
げ
る
種
に
属
す
る

生
物
と
交
雑
す
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
生
物
（
そ
の
生

物
の
子
孫
を
含
む
。
）
及
び
新
令
別
表
第
三
の
１
２
の

項
か
ら
１
４
の
項
ま
で
の
種
名
の
欄
に
掲
げ
る
外
来
生

物
の
種
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
器
官
の
欄
に

定
め
る
器
官
に
係
る
特
定
外
来
生
物
に
つ
い
て
の
特
定

外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関

す
る
法
律
（
次
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五

条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
政

令
の
施
行
の
日
（
次
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い

う
。
）
前
に
お
い
て
も
、
そ
の
許
可
の
申
請
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

３
　
主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
申
請
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
法
第
五

条
第
一
項
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
許
可
は
、
施
行
日
に
そ
の
効
力
を
生

ず
る
。附

　
則
　
（
令
和
四
年
一
一
月
二
八
日
政
令
第
三

六
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に

係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
二
号
）
の
施
行
の
日

（
令
和
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
月
二
五
日
政
令
第
一
六

号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
五
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
次
項
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
外
来
生
物
に
よ
る

生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令

別
表
第
一
の
種
名
の
欄
に
掲
げ
る
種
（
亜
種
又
は
変
種

を
含
む
。
）
の
う
ち
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
特
定

外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関

す
る
法
律
施
行
令
別
表
第
一
の
種
名
の
欄
に
掲
げ
ら
れ

て
い
な
い
も
の
に
係
る
特
定
外
来
生
物
に
つ
い
て
の
特

定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に

関
す
る
法
律
（
次
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第

五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の

政
令
の
施
行
の
日
（
次
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い

う
。
）
前
に
お
い
て
も
、
そ
の
許
可
の
申
請
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

３
　
主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
申
請
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
法
第
五

条
第
一
項
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
許
可
は
、
施
行
日
に
そ
の
効
力
を
生

ず
る
。附

　
則
　
（
令
和
五
年
八
月
二
日
政
令
第
二
五
三

号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
五
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
次
項
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
外
来
生
物
に
よ
る

生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令

別
表
第
一
の
第
一
の
六
の
ロ
の
（
１
）
の
１
の
項
及
び

２
の
項
の
種
名
の
欄
に
掲
げ
る
種
（
亜
種
又
は
変
種
を

含
む
。
）
に
係
る
特
定
外
来
生
物
に
つ
い
て
の
特
定
外

来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す

る
法
律
（
次
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条

第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
政
令

の
施
行
の
日
（
次
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）

前
に
お
い
て
も
、
そ
の
許
可
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

３
　
主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
申
請
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
法
第
五

条
第
一
項
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
許
可
は
、
施
行
日
に
そ
の
効
力
を
生

ず
る
。

別
表
第
一
　
外
来
生
物
の
種
（
第
一
条
関
係
）

項
種
名

第
一
　
動
物
界

一
　
哺
乳
綱

イ
　
カ
ン
ガ
ル
ー
目

（
１
）
　
ク
ス
ク
ス
科

１T
r
i
c
h
o
s
u
r
u
s
 
v
u
l
p
e
c
u
l
a

（
フ
ク
ロ
ギ
ツ
ネ
）

ロ
　
食
虫
目

（
１
）
　
は
り
ね
ず
み
科

１E
r
i
n
a
c
e
u
s

属
（
ハ
リ
ネ
ズ
ミ
属
）
全
種

ハ
　
霊
長
目

（
１
）
　
お
な
が
ざ
る
科

１M
a
c
a
c
a
 
c
y
c
l
o
p
i
s

（
タ
イ
ワ
ン
ザ
ル
）

２M
a
c
a
c
a
 
f
a
s
c
i
c
u
l
a
r
i
s

（
カ
ニ
ク
イ
ザ
ル
）

３M
a
c
a
c
a
 
m
u
l
a
t
t
a

（
ア
カ
ゲ
ザ
ル
）

ニ
　

げ
つ齧

歯
目

（
１
）
　
ヌ
ー
ト
リ
ア
科

１M
y
o
c
a
s
t
o
r
 
c
o
y
p
u
s

（
ヌ
ー
ト
リ
ア
）

（
２
）
　
り
す
科

１C
a
l
l
o
s
c
i
u
r
u
s
 
e
r
y
t
h
r
a
e
u
s

（
ク
リ
ハ
ラ
リ
ス
）

２C
a
l
l
o
s
c
i
u
r
u
s
 
f
i
n
l
a
y
s
o
n
i
i

（
フ
ィ
ン
レ
イ
ソ
ン

リ
ス
）

３P
t
e
r
o
m
y
s
 v

o
l
a
n
s

（
タ
イ
リ
ク
モ
モ
ン
ガ
）
の
う
ち

P
t
e
r
o
m
y
s
 
v
o
l
a
n
s
 
o
r
i
i

（
エ
ゾ
モ
モ
ン
ガ
）
以
外

の
も
の

４S
c
i
u
r
u
s
 c

a
r
o
l
i
n
e
n
s
i
s

（
ト
ウ
ブ
ハ
イ
イ
ロ
リ
ス
）

５S
c
i
u
r
u
s
 v
u
l
g
a
r
i
s

（
キ
タ
リ
ス
）
の
う
ちS

c
i
u
r
u
s

v
u
l
g
a
r
i
s
 
o
r
i
e
n
t
i
s

（
エ
ゾ
リ
ス
）
以
外
の
も
の

（
３
）
　
ね
ず
み
科

１O
n
d
a
t
r
a
 
z
i
b
e
t
h
i
c
u
s

（
マ
ス
ク
ラ
ッ
ト
）

ホ
　
食
肉
目

（
１
）
　
あ
ら
い
ぐ
ま
科

１P
r
o
c
y
o
n
 
c
a
n
c
r
i
v
o
r
u
s

（
カ
ニ
ク
イ
ア
ラ
イ
グ
マ
）

２P
r
o
c
y
o
n
 
l
o
t
o
r

（
ア
ラ
イ
グ
マ
）

（
２
）
　
い
た
ち
科

１M
u
s
t
e
l
a
 
v
i
s
o
n

（
ア
メ
リ
カ
ミ
ン
ク
）

（
３
）
　
マ
ン
グ
ー
ス
科

１H
e
r
p
e
s
t
e
s
 a
u
r
o
p
u
n
c
t
a
t
u
s

（
フ
イ
リ
マ
ン
グ
ー
ス
）

２H
e
r
p
e
s
t
e
s
 
j
a
v
a
n
i
c
u
s

（
ジ
ャ
ワ
マ
ン
グ
ー
ス
）

３M
u
n
g
o
s
 
m
u
n
g
o

（
シ
マ
マ
ン
グ
ー
ス
）

ヘ
　
偶

て
い蹄

目

（
１
）
　
し
か
科

１A
x
i
s

属
（
ア
キ
シ
ス
ジ
カ
属
）
全
種

２C
e
r
v
u
s

属
（
シ
カ
属
）
に
属
す
る
種
の
う
ちC

e
r
v
u
s

n
i
p
p
o
n
 c
e
n
t
r
a
l
i
s

（
ホ
ン
シ
ュ
ウ
ジ
カ
）
、C

e
r
v
u
s

n
i
p
p
o
n
 k
e
r
a
m
a
e

（
ケ
ラ
マ
ジ
カ
）
、C

e
r
v
u
s
 n
i
p
p
o
n

m
a
g
e
s
h
i
m
a
e

（

マ

ゲ

シ

カ

）
、C

e
r
v
u
s
 

n
i
p
p
o
n

n
i
p
p
o
n

（
キ
ュ
ウ
シ
ュ
ウ
ジ
カ
）
、C

e
r
v
u
s
 
n
i
p
p
o
n

p
u
l
c
h
e
l
l
u
s

（
ツ
シ
マ
ジ
カ
）
、C

e
r
v
u
s
 
n
i
p
p
o
n

y
a
k
u
s
h
i
m
a
e

（
ヤ
ク
シ
カ
）
及
びC

e
r
v
u
s
 
n
i
p
p
o
n

y
e
s
o
e
n
s
i
s

（
エ
ゾ
シ
カ
）
以
外
の
も
の

３D
a
m
a

属
（
ダ
マ
シ
カ
属
）
全
種

４E
l
a
p
h
u
r
u
s
 
d
a
v
i
d
i
a
n
u
s

（
シ
フ
ゾ
ウ
）

５M
u
n
t
i
a
c
u
s
 
r
e
e
v
e
s
i

（
キ
ョ
ン
）

3



二
　
鳥
綱

イ
　
か
も
目

（
１
）
　
か
も
科

１B
r
a
n
t
a
 
c
a
n
a
d
e
n
s
i
s

（
カ
ナ
ダ
ガ
ン
）

ロ
　
す
ず
め
目

（
１
）
　
ひ
よ
ど
り
科

１P
y
c
n
o
n
o
t
u
s
 
c
a
f
e
r

（
シ
リ
ア
カ
ヒ
ヨ
ド
リ
）

（
２
）
　
ち
め
ど
り
科

１G
a
r
r
u
l
a
x
 
c
a
n
o
r
u
s

（
ガ
ビ
チ
ョ
ウ
）

２G
a
r
r
u
l
a
x
 
c
i
n
e
r
a
c
e
u
s

（
ヒ
ゲ
ガ
ビ
チ
ョ
ウ
）

３G
a
r
r
u
l
a
x
 p
e
r
s
p
i
c
i
l
l
a
t
u
s

（
カ
オ
グ
ロ
ガ
ビ
チ
ョ

ウ
）

４G
a
r
r
u
l
a
x
 
s
a
n
n
i
o

（
カ
オ
ジ
ロ
ガ
ビ
チ
ョ
ウ
）

５L
e
i
o
t
h
r
i
x
 
l
u
t
e
a

（
ソ
ウ
シ
チ
ョ
ウ
）

三
　

は爬
虫
綱

イ
　
か
め
目

（
１
）
　
か
み
つ
き
が
め
科

１C
h
e
l
y
d
r
a
 
s
e
r
p
e
n
t
i
n
a

（
カ
ミ
ツ
キ
ガ
メ
）

（
２
）
　
ぬ
ま
が
め
科

１T
r
a
c
h
e
m
y
s
 
s
c
r
i
p
t
a

（
ア
カ
ミ
ミ
ガ
メ
）

（
３
）
　
い
し
が
め
科

１M
a
u
r
e
m
y
s
 
s
i
n
e
n
s
i
s

（
ハ
ナ
ガ
メ
）

ロ
　
と
か
げ
亜
目

（
１
）
　
ア
ガ
マ
科

１J
a
p
a
l
u
r
a
 
s
w
i
n
h
o
n
i
s

（
ス
ウ
ィ
ン
ホ
ー
キ
ノ
ボ
リ

ト
カ
ゲ
）

（
２
）
　
た
て
が
み
と
か
げ
科

１A
n
o
l
i
s
 
a
l
l
o
g
u
s

（
ア
ノ
リ
ス
・
ア
ル
ロ
グ
ス
）

２A
n
o
l
i
s
 a

l
u
t
a
c
e
u
s

（
ア
ノ
リ
ス
・
ア
ル
タ
ケ
ウ
ス
）

３A
n
o
l
i
s
 
a
n
g
u
s
t
i
c
e
p
s

（
ア
ノ
リ
ス
・
ア
ン
グ
ス
テ

ィ
ケ
プ
ス
）

４A
n
o
l
i
s
 
c
a
r
o
l
i
n
e
n
s
i
s

（
グ
リ
ー
ン
ア
ノ
ー
ル
）

５A
n
o
l
i
s
 
e
q
u
e
s
t
r
i
s

（
ナ
イ
ト
ア
ノ
ー
ル
）

６A
n
o
l
i
s
 
g
a
r
m
a
n
i

（
ガ
ー
マ
ン
ア
ノ
ー
ル
）

７A
n
o
l
i
s
 
h
o
m
o
l
e
c
h
i
s

（
ア
ノ
リ
ス
・
ホ
モ
レ
キ
ス
）

８A
n
o
l
i
s
 
s
a
g
r
e
i

（
ブ
ラ
ウ
ン
ア
ノ
ー
ル
）

ハ
　
へ
び
亜
目

（
１
）
　
な
み
へ
び
科

１B
o
i
g
a
 
c
y
a
n
e
a

（
ミ
ド
リ
オ
オ
ガ
シ
ラ
）

２B
o
i
g
a
 
c
y
n
o
d
o
n

（
イ
ヌ
バ
オ
オ
ガ
シ
ラ
）

３B
o
i
g
a
 
d
e
n
d
r
o
p
h
i
l
a

（
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
ヘ
ビ
）

４B
o
i
g
a
 
i
r
r
e
g
u
l
a
r
i
s

（
ミ
ナ
ミ
オ
オ
ガ
シ
ラ
）

５B
o
i
g
a
 
n
i
g
r
i
c
e
p
s

（
ボ
ウ
シ
オ
オ
ガ
シ
ラ
）

６E
l
a
p
h
e
 
t
a
e
n
i
u
r
a
 
f
r
i
e
s
i

（
タ
イ
ワ
ン
ス
ジ
オ
）

（
２
）
　
く
さ
り
へ
び
科

１P
r
o
t
o
b
o
t
h
r
o
p
s
 
m
u
c
r
o
s
q
u
a
m
a
t
u
s

（
タ
イ
ワ
ン
ハ

ブ
）

四
　
両
生
綱

イ
　
無
尾
目

（
１
）
　
ひ
き
が
え
る
科

１B
u
f
o
 
c
o
g
n
a
t
u
s

（
プ
レ
ー
ン
ズ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
）

２B
u
f
o
 
g
u
t
t
a
t
u
s

（
キ
ン
イ
ロ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
）

３B
u
f
o
 
m
a
r
i
n
u
s

（
オ
オ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
）

４B
u
f
o
 
m
e
l
a
n
o
s
t
i
c
t
u
s

（
ヘ
リ
グ
ロ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
）

５B
u
f
o
 
p
u
n
c
t
a
t
u
s

（
ア
カ
ボ
シ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
）

６B
u
f
o
 
q
u
e
r
c
i
c
u
s

（
オ
ー
ク
ヒ
キ
ガ
エ
ル
）

７B
u
f
o
 
s
p
e
c
i
o
s
u
s

（
テ
キ
サ
ス
ヒ
キ
ガ
エ
ル
）

８B
u
f
o
 
t
y
p
h
o
n
i
u
s

（
コ
ノ
ハ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
）

（
２
）
　
あ
ま
が
え
る
科

１O
s
t
e
o
p
i
l
u
s
 
s
e
p
t
e
n
t
r
i
o
n
a
l
i
s

（
キ
ュ
ー
バ
ズ
ツ

キ
ガ
エ
ル
）

（
３
）
　
ゆ
び
な
が
が
え
る
科

１E
l
e
u
t
h
e
r
o
d
a
c
t
y
l
u
s
 c
o
q
u
i

（
コ
キ
ー
コ
ヤ
ス
ガ
エ

ル
）

２E
l
e
u
t
h
e
r
o
d
a
c
t
y
l
u
s
 
j
o
h
n
s
t
o
n
e
i

（
ジ
ョ
ン
ス
ト

ン
コ
ヤ
ス
ガ
エ
ル
）

３E
l
e
u
t
h
e
r
o
d
a
c
t
y
l
u
s
 
p
l
a
n
i
r
o
s
t
r
i
s

（
オ
ン
シ
ツ

ガ
エ
ル
）

（
４
）
　
じ
む
ぐ
り
が
え
る
科

１K
a
l
o
u
l
a
 
p
u
l
c
h
r
a

（
ア
ジ
ア
ジ
ム
グ
リ
ガ
エ
ル
）

（
５
）
　
あ
か
が
え
る
科

１R
a
n
a
 
c
a
t
e
s
b
e
i
a
n
a

（
ウ
シ
ガ
エ
ル
）

（
６
）
　
あ
お
が
え
る
科

１P
o
l
y
p
e
d
a
t
e
s
 
l
e
u
c
o
m
y
s
t
a
x

（
シ
ロ
ア
ゴ
ガ
エ
ル
）

五
　
条

き鰭
亜
綱

イ
　
ガ
ー
目

（
１
）
　
ガ
ー
科

１
ガ
ー
科
全
種

ロ
　
こ
い
目

（
１
）
　
こ
い
科

１A
c
h
e
i
l
o
g
n
a
t
h
u
s
 
m
a
c
r
o
p
t
e
r
u
s

（
オ
オ
タ
ナ
ゴ
）

ハ
　
な
ま
ず
目

（
１
）
　
ぎ
ぎ
科

１T
a
c
h
y
s
u
r
u
s
 
f
u
l
v
i
d
r
a
c
o

（
コ
ウ
ラ
イ
ギ
ギ
）

（
２
）
　
イ
ク
タ
ル
ル
ス
科

１A
m
e
i
u
r
u
s
 
n
e
b
u
l
o
s
u
s

（
ブ
ラ
ウ
ン
ブ
ル
ヘ
ッ
ド
）

２I
c
t
a
l
u
r
u
s
 p

u
n
c
t
a
t
u
s

（
チ
ャ
ネ
ル
キ
ャ
ッ
ト
フ
ィ

ッ
シ
ュ
）

３P
y
l
o
d
i
c
t
i
s
 o

l
i
v
a
r
i
s

（
フ
ラ
ッ
ト
ヘ
ッ
ド
キ
ャ
ッ

ト
フ
ィ
ッ
シ
ュ
）

（
３
）
　
な
ま
ず
科

１S
i
l
u
r
u
s
 
g
l
a
n
i
s

（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ナ
マ
ズ
）

ニ
　
か
わ
か
ま
す
目

（
１
）
　
か
わ
か
ま
す
科

１
か
わ
か
ま
す
科
全
種

ホ
　
か
だ
や
し
目

（
１
）
　
か
だ
や
し
科

１G
a
m
b
u
s
i
a
 
a
f
f
i
n
i
s

（
カ
ダ
ヤ
シ
）

２G
a
m
b
u
s
i
a
 
h
o
l
b
r
o
o
k
i

（
ガ
ン
ブ
ス
ィ
ア
・
ホ
ル
ブ

ロ
オ
キ
）

ヘ
　
す
ず
き
目

（
１
）
　
サ
ン
フ
ィ
ッ
シ
ュ
科

１L
e
p
o
m
i
s
 
m
a
c
r
o
c
h
i
r
u
s

（
ブ
ル
ー
ギ
ル
）

２M
i
c
r
o
p
t
e
r
u
s
 
d
o
l
o
m
i
e
u

（
コ
ク
チ
バ
ス
）

３M
i
c
r
o
p
t
e
r
u
s
 
s
a
l
m
o
i
d
e
s

（
オ
オ
ク
チ
バ
ス
）

（
２
）
　
は
ぜ
科

１N
e
o
g
o
b
i
u
s
 
m
e
l
a
n
o
s
t
o
m
u
s

（
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ビ
ー
）

（
３
）
　
あ
か
め
科

１L
a
t
e
s
 
n
i
l
o
t
i
c
u
s

（
ナ
イ
ル
パ
ー
チ
）

（
４
）
　
モ
ロ
ネ
科

１M
o
r
o
n
e
 
a
m
e
r
i
c
a
n
a

（
ホ
ワ
イ
ト
パ
ー
チ
）

２M
o
r
o
n
e
 
c
h
r
y
s
o
p
s

（
ホ
ワ
イ
ト
バ
ス
）

３M
o
r
o
n
e
 
s
a
x
a
t
i
l
i
s

（
ス
ト
ラ
イ
プ
ト
バ
ス
）

（
５
）
　
パ
ー
チ
科

１G
y
m
n
o
c
e
p
h
a
l
u
s
 
c
e
r
n
u
a

（
ラ
ッ
フ
）

２P
e
r
c
a
 
f
l
u
v
i
a
t
i
l
i
s

（
ヨ
ー
ロ
ピ
ア
ン
パ
ー
チ
）

３S
a
n
d
e
r
 
l
u
c
i
o
p
e
r
c
a

（
パ
イ
ク
パ
ー
チ
）

（
６
）
　
け
つ
ぎ
ょ
科

１S
i
n
i
p
e
r
c
a
 
c
h
u
a
t
s
i

（
ケ
ツ
ギ
ョ
）

２S
i
n
i
p
e
r
c
a
 
s
c
h
e
r
z
e
r
i

（
コ
ウ
ラ
イ
ケ
ツ
ギ
ョ
）

六
　
昆
虫
綱

イ
　
ち
ょ
う
目

（
１
）
　
た
て
は
ち
ょ
う
科

１H
e
s
t
i
n
a
 a

s
s
i
m
i
l
i
s

（
ア
カ
ボ
シ
ゴ
マ
ダ
ラ
）
の
う

ちH
e
s
t
i
n
a
 
a
s
s
i
m
i
l
i
s
 
s
h
i
r
a
k
i
i

（
ア
カ
ボ
シ
ゴ

マ
ダ
ラ
奄
美
亜
種
）
以
外
の
も
の

ロ
　
甲
虫
目

（
１
）
　
か
み
き
り
む
し
科

１A
n
o
p
l
o
p
h
o
r
a
 
g
l
a
b
r
i
p
e
n
n
i
s

（
ツ
ヤ
ハ
ダ
ゴ
マ
ダ

ラ
カ
ミ
キ
リ
）

２A
p
r
i
o
n
a
 
s
w
a
i
n
s
o
n
i

（
サ
ビ
イ
ロ
ク
ワ
カ
ミ
キ
リ
）

３A
r
o
m
i
a
 
b
u
n
g
i
i

（
ク
ビ
ア
カ
ツ
ヤ
カ
ミ
キ
リ
）

（
２
）
　
く
わ
が
た
む
し
科

１N
e
o
l
u
c
a
n
u
s
 
a
n
g
u
l
a
t
u
s

（
ア
ン
グ
ラ
ー
ト
ゥ
ス
マ

ル
バ
ネ
ク
ワ
ガ
タ
）

２N
e
o
l
u
c
a
n
u
s
 b

a
l
a
d
e
v
a

（
バ
ラ
デ
バ
マ
ル
バ
ネ
ク
ワ

ガ
タ
）

３N
e
o
l
u
c
a
n
u
s
 
g
i
g
a
n
t
e
u
s

（
ギ
ガ
ン
テ
ウ
ス
マ
ル
バ

ネ
ク
ワ
ガ
タ
）

４N
e
o
l
u
c
a
n
u
s
 
k
a
t
s
u
r
a
o
r
u
m

（
カ
ツ
ラ
マ
ル
バ
ネ
ク

ワ
ガ
タ
）

５N
e
o
l
u
c
a
n
u
s
 m
a
e
d
a
i

（
マ
エ
ダ
マ
ル
バ
ネ
ク
ワ
ガ
タ
）

６N
e
o
l
u
c
a
n
u
s
 
m
a
x
i
m
u
s

（
マ
キ
シ
ム
ス
マ
ル
バ
ネ
ク

ワ
ガ
タ
）

７N
e
o
l
u
c
a
n
u
s
 p

e
r
a
r
m
a
t
u
s

（
ペ
ラ
ル
マ
ト
ゥ
ス
マ
ル

バ
ネ
ク
ワ
ガ
タ
）

８N
e
o
l
u
c
a
n
u
s
 s

a
u
n
d
e
r
s
i
i

（
サ
ン
ダ
ー
ス
マ
ル
バ
ネ

ク
ワ
ガ
タ
）

９N
e
o
l
u
c
a
n
u
s
 
t
a
n
a
k
a
i

（
タ
ナ
カ
マ
ル
バ
ネ
ク
ワ
ガ

タ
）

１０N
e
o
l
u
c
a
n
u
s
 
w
a
t
e
r
h
o
u
s
e
i

（
ウ
ォ
ー
タ
ー
ハ
ウ
ス

マ
ル
バ
ネ
ク
ワ
ガ
タ
）

（
３
）
　
こ
が
ね
む
し
科

１C
h
e
i
r
o
t
o
n
u
s

属
（
テ
ナ
ガ
コ
ガ
ネ
属
）
に
属
す
る
種

の
う
ちC

h
e
i
r
o
t
o
n
u
s
 
j
a
m
b
a
r

（
ヤ
ン
バ
ル
テ
ナ
ガ

コ
ガ
ネ
）
以
外
の
も
の

２E
u
c
h
i
r
u
s

属
（
ク
モ
テ
ナ
ガ
コ
ガ
ネ
属
）
全
種

３P
r
o
p
o
m
a
c
r
u
s

属
（
ヒ
メ
テ
ナ
ガ
コ
ガ
ネ
属
）
全
種

ハ
　
は
ち
目

（
１
）
　
み
つ
ば
ち
科

１B
o
m
b
u
s
 t

e
r
r
e
s
t
r
i
s

（
セ
イ
ヨ
ウ
オ
オ
マ
ル
ハ
ナ
バ

チ
）

（
２
）
　
あ
り
科

１L
e
p
i
s
i
o
t
a
 
f
r
a
u
e
n
f
e
l
d
i

（
ハ
ヤ
ト
ゲ
フ
シ
ア
リ
）

２L
i
n
e
p
i
t
h
e
m
a
 
h
u
m
i
l
e

（
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
ア
リ
）

３S
o
l
e
n
o
p
s
i
s
 g
e
m
i
n
a
t
a

種
群
（
ソ
レ
ノ
プ
ス
ィ
ス
・

ゲ
ミ
ナ
タ
種
群
）
全
種

４S
o
l
e
n
o
p
s
i
s
 
s
a
e
v
i
s
s
i
m
a

種
群
（
ソ
レ
ノ
プ
ス
ィ

ス
・
サ
エ
ヴ
ィ
ス
ィ
マ
種
群
）
全
種

５S
o
l
e
n
o
p
s
i
s
 
t
r
i
d
e
n
s

種
群
（
ソ
レ
ノ
プ
ス
ィ
ス
・

ト
ゥ
リ
デ
ン
ス
種
群
）
全
種

６S
o
l
e
n
o
p
s
i
s
 v
i
r
u
l
e
n
s

種
群
（
ソ
レ
ノ
プ
ス
ィ
ス
・

ヴ
ィ
ル
レ
ン
ス
種
群
）
全
種

７W
a
s
m
a
n
n
i
a
 
a
u
r
o
p
u
n
c
t
a
t
a

（
コ
カ
ミ
ア
リ
）

（
３
）
　
す
ず
め
ば
ち
科

１V
e
s
p
a
 
v
e
l
u
t
i
n
a

（
ツ
マ
ア
カ
ス
ズ
メ
バ
チ
）

4



七
　
甲
殻
綱

イ
　
よ
こ
え
び
目

（
１
）
　
よ
こ
え
び
科

１D
i
k
e
r
o
g
a
m
m
a
r
u
s
 v
i
l
l
o
s
u
s

（
デ
ィ
ケ
ロ
ガ
ン
マ
ル

ス
・
ヴ
ィ
ル
ロ
ス
ス
）

ロ
　
え
び
目

（
１
）
　
ざ
り
が
に
科

１
ざ
り
が
に
科
全
種

（
２
）
　
ア
メ
リ
カ
ざ
り
が
に
科

１
ア
メ
リ
カ
ざ
り
が
に
科
全
種

（
３
）
　
ア
ジ
ア
ざ
り
が
に
科

１
ア

ジ

ア

ざ

り

が

に

科

に

属

す

る

種

の

う

ち

C
a
m
b
a
r
o
i
d
e
s
 j

a
p
o
n
i
c
u
s

（
ニ
ホ
ン
ザ
リ
ガ
ニ
）
以

外
の
も
の

（
４
）
　
み
な
み
ざ
り
が
に
科

１
み
な
み
ざ
り
が
に
科
全
種

（
５
）
　
も
く
ず
が
に
科

１E
r
i
o
c
h
e
i
r

属
（
モ
ク
ズ
ガ
ニ
属
）
に
属
す
る
種
の
う

ちE
r
i
o
c
h
e
i
r
 
j
a
p
o
n
i
c
a

（
モ
ク
ズ
ガ
ニ
）
及
び

E
r
i
o
c
h
e
i
r
 
o
g
a
s
a
w
a
r
a
e
n
s
i
s

（
オ
ガ
サ
ワ
ラ
モ
ク

ズ
ガ
ニ
）
以
外
の
も
の

八
　
く
も
綱

イ
　
さ
そ
り
目

（
１
）
　
き
ょ
く
と
う
さ
そ
り
科

１
き
ょ
く
と
う
さ
そ
り
科
全
種

ロ
　
く
も
目

（
１
）
　
じ
ょ
う
ご
ぐ
も
科

１A
t
r
a
x

属
（
ア
ト
ラ
ク
ス
属
）
全
種

２H
a
d
r
o
n
y
c
h
e

属
（
ハ
ド
ロ
ニ
ュ
ケ
属
）
全
種

（
２
）
　
い
と
ぐ
も
科

１L
o
x
o
s
c
e
l
e
s
 g
a
u
c
h
o

（
ロ
ク
ソ
ス
ケ
レ
ス
・
ガ
ウ
コ
）

２L
o
x
o
s
c
e
l
e
s
 l

a
e
t
a

（
ロ
ク
ソ
ス
ケ
レ
ス
・
ラ
エ
タ
）

３L
o
x
o
s
c
e
l
e
s
 
r
e
c
l
u
s
a

（
ロ
ク
ソ
ス
ケ
レ
ス
・
レ
ク

ル
サ
）

（
３
）
　
ひ
め
ぐ
も
科

１L
a
t
r
o
d
e
c
t
u
s

属
（
ゴ
ケ
グ
モ
属
）
に
属
す
る
種
の
う

ちL
a
t
r
o
d
e
c
t
u
s
 
e
l
e
g
a
n
s

（
ア
カ
オ
ビ
ゴ
ケ
グ
モ
）

以
外
の
も
の

九
　
二
枚
貝
綱

イ
　
い
が
い
目

（
１
）
　
い
が
い
科

１L
i
m
n
o
p
e
r
n
a

属
（
カ
ワ
ヒ
バ
リ
ガ
イ
属
）
全
種

ロ
　
ま
る
す
だ
れ
が
い
目

（
１
）
　
か
わ
ほ
と
と
ぎ
す
が
い
科

１D
r
e
i
s
s
e
n
a
 
b
u
g
e
n
s
i
s

（
ク
ワ
ッ
ガ
ガ
イ
）

２D
r
e
i
s
s
e
n
a
 p

o
l
y
m
o
r
p
h
a

（
カ
ワ
ホ
ト
ト
ギ
ス
ガ
イ
）

十
　
腹
足
綱

イ
　
ま
い
ま
い
目

（
１
）
　
ス
ピ
ラ
ク
ス
ィ
ダ
エ
科

１E
u
g
l
a
n
d
i
n
a
 
r
o
s
e
a

（
ヤ
マ
ヒ
タ
チ
オ
ビ
）

十
一
　
渦
虫
綱

イ
　
三
岐
腸
目

（
１
）
　
や
り
が
た
り
く
う
ず
む
し
科

１P
l
a
t
y
d
e
m
u
s
 
m
a
n
o
k
w
a
r
i

（
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
ヤ
リ
ガ

タ
リ
ク
ウ
ズ
ム
シ
）

第
二
　
植
物
界

（
１
）
　
ひ
ゆ
科

１A
l
t
e
r
n
a
n
t
h
e
r
a
 p
h
i
l
o
x
e
r
o
i
d
e
s

（
ナ
ガ
エ
ツ
ル
ノ

ゲ
イ
ト
ウ
）

（
２
）
　
せ
り
科

１H
y
d
r
o
c
o
t
y
l
e
 r
a
n
u
n
c
u
l
o
i
d
e
s

（
ブ
ラ
ジ
ル
チ
ド
メ

グ
サ
）

（
３
）
　
さ
と
い
も
科

１P
i
s
t
i
a
 
s
t
r
a
t
i
o
t
e
s

（
ボ
タ
ン
ウ
キ
ク
サ
）

（
４
）
　
あ
か
う
き
く
さ
科

１A
z
o
l
l
a
 
c
r
i
s
t
a
t
a

（
ア
ゾ
ル
ラ
・
ク
リ
ス
タ
タ
）

（
５
）
　
き
く
科

１C
o
r
e
o
p
s
i
s
 
l
a
n
c
e
o
l
a
t
a

（
オ
オ
キ
ン
ケ
イ
ギ
ク
）

２G
y
m
n
o
c
o
r
o
n
i
s
 s
p
i
l
a
n
t
h
o
i
d
e
s

（
ミ
ズ
ヒ
マ
ワ
リ
）

３M
i
k
a
n
i
a
 
m
i
c
r
a
n
t
h
a

（
ツ
ル
ヒ
ヨ
ド
リ
）

４R
u
d
b
e
c
k
i
a
 
l
a
c
i
n
i
a
t
a

（
オ
オ
ハ
ン
ゴ
ン
ソ
ウ
）

５S
e
n
e
c
i
o
 m
a
d
a
g
a
s
c
a
r
i
e
n
s
i
s

（
ナ
ル
ト
サ
ワ
ギ
ク
）

（
６
）
　
う
り
科

１S
i
c
y
o
s
 
a
n
g
u
l
a
t
u
s

（
ア
レ
チ
ウ
リ
）

（
７
）
　
も
う
せ
ん
ご
け
科

１D
r
o
s
e
r
a
 
i
n
t
e
r
m
e
d
i
a

（
ナ
ガ
エ
モ
ウ
セ
ン
ゴ
ケ
）

（
８
）
　
あ
り
の
と
う
ぐ
さ
科

１M
y
r
i
o
p
h
y
l
l
u
m
 
a
q
u
a
t
i
c
u
m

（
オ
オ
フ
サ
モ
）

（
９
）
　
た
ぬ
き
も
科

１U
t
r
i
c
u
l
a
r
i
a
 c

f
.
 p

l
a
t
e
n
s
i
s

（
エ
フ
ク
レ
タ
ヌ
キ

モ
）

２U
t
r
i
c
u
l
a
r
i
a
 i

n
f
l
a
t
a

（
ウ
ト
ゥ
リ
ク
ラ
リ
ア
・
イ

ン
フ
ラ
タ
）

３U
t
r
i
c
u
l
a
r
i
a
 p

l
a
t
e
n
s
i
s

（
ウ
ト
ゥ
リ
ク
ラ
リ
ア
・

プ
ラ
テ
ン
ス
ィ
ス
）

（
１
０
）
　
あ
か
ば
な
科

１L
u
d
w
i
g
i
a
 
g
r
a
n
d
i
f
l
o
r
a

（
ル
ド
ウ
ィ
ギ
ア
・
グ
ラ

ン
デ
ィ
フ
ロ
ラ
）

（
１
１
）
　
い
ね
科

１A
m
m
o
p
h
i
l
a
 
a
r
e
n
a
r
i
a

（
ビ
ー
チ
グ
ラ
ス
）

２S
p
a
r
t
i
n
a

属
（
ス
パ
ル
テ
ィ
ナ
属
）
全
種

（
１
２
）
　
ご
ま
の
は
ぐ
さ
科

１V
e
r
o
n
i
c
a
 a
n
a
g
a
l
l
i
s
-
a
q
u
a
t
i
c
a

（
オ
オ
カ
ワ
ヂ
シ

ャ
）

備
考
　
括
弧
内
に
記
載
す
る
呼
称
は
、
学
名
に
相
当
す

る
和
名
そ
の
他
の
名
称
で
あ
る
。

別
表
第
二
　
交
雑
す
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
生
物
（
第
一

条
関
係
）

項
種
名

第
一
　
動
物
界

一
　
哺
乳
綱

イ
　
霊
長
目

（
１
）
　
お
な
が
ざ
る
科

１M
a
c
a
c
a
 
c
y
c
l
o
p
i
s

（
タ
イ

ワ
ン
ザ
ル
）

M
a
c
a
c
a
 
f
u
s
c
a
t
a

（
ニ

ホ
ン
ザ
ル
）

２M
a
c
a
c
a
 
m
u
l
a
t
t
a

（
ア
カ
ゲ

ザ
ル
）

M
a
c
a
c
a
 
f
u
s
c
a
t
a

（
ニ

ホ
ン
ザ
ル
）

二
　

は爬
虫
綱

イ
　
か
め
目

（
１
）
　
い
し
が
め
科

１M
a
u
r
e
m
y
s
 
s
i
n
e
n
s
i
s

（
ハ

ナ
ガ
メ
）

M
a
u
r
e
m
y
s
 

j
a
p
o
n
i
c
a

（
ニ
ホ
ン
イ
シ
ガ
メ
）

２M
a
u
r
e
m
y
s
 
s
i
n
e
n
s
i
s

（
ハ

ナ
ガ
メ
）

M
a
u
r
e
m
y
s
 m
u
t
i
c
a

（
ミ

ナ
ミ
イ
シ
ガ
メ
）

３M
a
u
r
e
m
y
s
 
s
i
n
e
n
s
i
s

（
ハ

ナ
ガ
メ
）

M
a
u
r
e
m
y
s
 

r
e
e
v
e
s
i
i

（
ク
サ
ガ
メ
）

三
　
条

き鰭
亜
綱

イ
　
ガ
ー
目

（
１
）
　
ガ
ー
科

１
ガ
ー
科
に
属
す
る
種

ガ
ー
科
に
属
す
る
他
の

種

ロ
　
か
わ
か
ま
す
目

（
１
）
　
か
わ
か
ま
す
科

１
か
わ
か
ま
す
科
に
属
す
る
種
か
わ
か
ま
す
科
に
属
す

る
他
の
種

ハ
　
す
ず
き
目

（
１
）
　
モ
ロ
ネ
科

１M
o
r
o
n
e
 
c
h
r
y
s
o
p
s

（
ホ
ワ

イ
ト
バ
ス
）

M
o
r
o
n
e
 

s
a
x
a
t
i
l
i
s

（
ス
ト
ラ
イ
プ
ト
バ
ス
）

四
　
昆
虫
綱

イ
　
は
ち
目

（
１
）
　
あ
り
科

１S
o
l
e
n
o
p
s
i
s
 
g
e
m
i
n
a
t
a

種

群
（
ソ
レ
ノ
プ
ス
ィ
ス
・
ゲ

ミ

ナ

タ

種

群

）

、

S
o
l
e
n
o
p
s
i
s
 
s
a
e
v
i
s
s
i
m
a

種
群
（
ソ
レ
ノ
プ
ス
ィ
ス
・

サ
エ
ヴ
ィ
ス
ィ
マ
種
群
）
、

S
o
l
e
n
o
p
s
i
s
 t
r
i
d
e
n
s

種
群

（
ソ
レ
ノ
プ
ス
ィ
ス
・
ト
ゥ

リ

デ

ン

ス

種

群

）

及

び

S
o
l
e
n
o
p
s
i
s
 
v
i
r
u
l
e
n
s

種

群
（
ソ
レ
ノ
プ
ス
ィ
ス
・
ヴ

ィ
ル
レ
ン
ス
種
群
）
に
属
す

る
種

左
欄
に
規
定
す
る
種
群

に
属
す
る
他
の
種

備
考
　
括
弧
内
に
記
載
す
る
呼
称
は
、
学
名
に
相
当
す

る
和
名
そ
の
他
の
名
称
で
あ
る
。

別
表
第
三
　
外
来
生
物
の
器
官
（
第
三
条
関
係
）

項

種
名

器
官

１

A
l
t
e
r
n
a
n
t
h
e
r
a
 
p
h
i
l
o
x
e
r
o
i
d
e
s

（
ナ

ガ
エ
ツ
ル
ノ
ゲ
イ
ト
ウ
）

茎
、
根

２

H
y
d
r
o
c
o
t
y
l
e
 
r
a
n
u
n
c
u
l
o
i
d
e
s

（
ブ
ラ

ジ
ル
チ
ド
メ
グ
サ
）

茎
、
根

３

P
i
s
t
i
a
 
s
t
r
a
t
i
o
t
e
s

（
ボ
タ
ン
ウ
キ
ク

サ
）

茎
、
根

４

A
z
o
l
l
a
 c
r
i
s
t
a
t
a

（
ア
ゾ
ル
ラ
・
ク
リ
ス

タ
タ
）

茎

５

C
o
r
e
o
p
s
i
s
 
l
a
n
c
e
o
l
a
t
a

（
オ
オ
キ
ン
ケ

イ
ギ
ク
）

根

６

G
y
m
n
o
c
o
r
o
n
i
s
 
s
p
i
l
a
n
t
h
o
i
d
e
s

（
ミ
ズ

ヒ
マ
ワ
リ
）

茎
、
根

７

M
i
k
a
n
i
a
 
m
i
c
r
a
n
t
h
a

（
ツ
ル
ヒ
ヨ
ド
リ
）
根

８

R
u
d
b
e
c
k
i
a
 l
a
c
i
n
i
a
t
a

（
オ
オ
ハ
ン
ゴ
ン

ソ
ウ
）

根

９

S
e
n
e
c
i
o
 
m
a
d
a
g
a
s
c
a
r
i
e
n
s
i
s

（
ナ
ル
ト

サ
ワ
ギ
ク
）

茎
、
根

１
０D

r
o
s
e
r
a
 
i
n
t
e
r
m
e
d
i
a

（
ナ
ガ
エ
モ
ウ
セ

ン
ゴ
ケ
）

茎
、
根

１
１M

y
r
i
o
p
h
y
l
l
u
m
 
a
q
u
a
t
i
c
u
m

（
オ
オ
フ
サ

モ
）

茎
、
根

１
２U

t
r
i
c
u
l
a
r
i
a
 
c
f
.
 
p
l
a
t
e
n
s
i
s

（
エ
フ

ク
レ
タ
ヌ
キ
モ
）

茎

１
３U

t
r
i
c
u
l
a
r
i
a
 i
n
f
l
a
t
a

（
ウ
ト
ゥ
リ
ク
ラ

リ
ア
・
イ
ン
フ
ラ
タ
）

茎

１
４U

t
r
i
c
u
l
a
r
i
a
 p
l
a
t
e
n
s
i
s

（
ウ
ト
ゥ
リ
ク

ラ
リ
ア
・
プ
ラ
テ
ン
ス
ィ
ス
）

茎

5



１
５L

u
d
w
i
g
i
a
 
g
r
a
n
d
i
f
l
o
r
a

（
ル
ド
ウ
ィ
ギ

ア
・
グ
ラ
ン
デ
ィ
フ
ロ
ラ
）

茎
、
根

１
６A

m
m
o
p
h
i
l
a
 a
r
e
n
a
r
i
a

（
ビ
ー
チ
グ
ラ
ス
）
根

１
７S

p
a
r
t
i
n
a

属
（
ス
パ
ル
テ
ィ
ナ
属
）
全
種
茎
、
根

１
８V

e
r
o
n
i
c
a
 
a
n
a
g
a
l
l
i
s
-
a
q
u
a
t
i
c
a

（
オ

オ
カ
ワ
ヂ
シ
ャ
）

根

備
考
　
括
弧
内
に
記
載
す
る
呼
称
は
、
学
名
に
相
当
す

る
和
名
そ
の
他
の
名
称
で
あ
る
。

別
表
第
四
　
そ
の
個
体
が
要
緊
急
対
処
特
定
外
来
生
物
と

な
る
外
来
生
物
の
種
（
第
四
条
関
係
）

項
種
名

１S
o
l
e
n
o
p
s
i
s
 g
e
m
i
n
a
t
a

種
群
（
ソ
レ
ノ
プ
ス
ィ
ス
・

ゲ
ミ
ナ
タ
種
群
）
全
種

２S
o
l
e
n
o
p
s
i
s
 
s
a
e
v
i
s
s
i
m
a

種
群
（
ソ
レ
ノ
プ
ス
ィ

ス
・
サ
エ
ヴ
ィ
ス
ィ
マ
種
群
）
全
種

３S
o
l
e
n
o
p
s
i
s
 
t
r
i
d
e
n
s

種
群
（
ソ
レ
ノ
プ
ス
ィ
ス
・

ト
ゥ
リ
デ
ン
ス
種
群
）
全
種

４S
o
l
e
n
o
p
s
i
s
 v
i
r
u
l
e
n
s

種
群
（
ソ
レ
ノ
プ
ス
ィ
ス
・

ヴ
ィ
ル
レ
ン
ス
種
群
）
全
種

別
表
第
五
　
そ
の
個
体
が
要
緊
急
対
処
特
定
外
来
生
物
と

な
る
交
雑
す
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
生
物
（
第
四
条
関

係
）

種
名

S
o
l
e
n
o
p
s
i
s
 
g
e
m
i
n
a
t
a

種
群
（
ソ
レ
ノ
プ
ス

ィ

ス

・

ゲ

ミ

ナ

タ

種

群

）
、S

o
l
e
n
o
p
s
i
s

s
a
e
v
i
s
s
i
m
a

種
群
（
ソ
レ
ノ
プ
ス
ィ
ス
・
サ

エ
ヴ
ィ
ス
ィ
マ
種
群
）
、S

o
l
e
n
o
p
s
i
s
 t
r
i
d
e
n
s

種
群
（
ソ
レ
ノ
プ
ス
ィ
ス
・
ト
ゥ
リ
デ
ン
ス
種

群
）
及
びS

o
l
e
n
o
p
s
i
s
 v
i
r
u
l
e
n
s

種
群
（
ソ

レ
ノ
プ
ス
ィ
ス
・
ヴ
ィ
ル
レ
ン
ス
種
群
）
に
属

す
る
種

左

欄

に

規

定

す

る

種

群

に

属

す

る

他

の

種
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